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第１章 調査の全体概要 

 

本章では、調査の目的と調査概要、調査体制等を概説する。 

 

1.1 調査の背景と目的 

処分場等太陽光発電の導入促進に向けて、環境省では、平成 26～28年度の３カ年事業と

して「廃棄物処分場等への太陽光発電導入促進事業」をスタートした。「処分場等への太陽

光発電導入実現可能性調査」（以下「ＦＳ調査」という。）は、そのうち調査段階にある処

分場等太陽光発電に対して支援を行うものであり、1)導入段階の事業への支援を行う「先

進的設置・維持管理技術導入実証補助事業」（以下「補助事業」という。）を活用可能な段

階に至るまで、強力な後押しを行うとともに、2)導入・運用ガイドラインの作成を目指す

「廃棄物埋立処分場等への太陽光発電導入促進方策等検討委託業務」に反映可能な有効な

事業手法や課題・解決策といった有用な知見等を抽出することが役割である。今年度は３

カ年事業の２年目に当たり、初年度の“「調査対象の選定の考え方」から「調査の具体的な

方法論」までの実現可能性の体系構築づくり・一通りの遂行”を踏まえ、事業化に向けた

具体な検討・取組み等を行い、事例集やガイドラインに掲載可能な優良事例を創り上げ、

全国の発電事業者・処分場管理者の事業実施に向けた意識を喚起することをミッションと

する。 

本調査は、上記のＦＳ調査の役割・ミッションを踏まえ、太陽光発電の設置の検討を始

めた「南魚沼市新堀新田最終処分場」について、当該処分場の管理者と連携して、発電見

込量、事業採算性、維持管理方法、CO2削減効果等の検討並びに概略設計等を行い、事業と

しての実現可能性を調査・検討することを目的とする。 

併せて、処分場等への太陽光発電導入事業に関する課題・知見等を整理し、当該事業の

有効性を検証することにより、平成 28年度に予定される導入・運用ガイドラインの作成を

目指す「廃棄物埋立処分場等への太陽光発電導入促進方策等検討委託業務」に反映可能な

知見を抽出することも目的の１つとする。 

 

1.2 調査の概要 

（1）調査地全体のベースとなる検討項目・検討手法 

調査地全体のベースとなる検討項目・検討手法を表 1-1に示す。 
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表 1-1 実現可能性調査の検討項目と具体的な検討手法 

検討事項 具体的な作業内容 区分 

意義、必要性、目標 
・地域のエネルギーセンターとしての有効活用など新たな

社会的価値の創出を目指した目標設定を行う。 
基本 

導入位置、面積、発電最大出力、

年間発電電力見込量 

・処分場等の埋設物による設置に関する制約条件や樹林や建

物等による日影を考慮したうえで発電量を算出する。 
基本 

システム(架台等を含む)概略設

計、概略施工計画 

・掘削不要型の架台の採用を基本とし、設備認定に必要なレ

ベルを満たした設計及び施工計画を行う。CO2排出最小化

にも留意する。 

基本 

発電した電気の活用方法 
・全量売電を基本とするが、地域のエネルギーセンターとし

ての活用（発電した電気の地産地消や災害時の地域貢献方

策等）を積極的に提案する。 

基本 

概算事業費 
・発電事業者である代表提案者（国際航業）が有する実績値

等を基にした価格（実態価格）による積算を行う。 
基本 

資金計画 
・地元金融機関からの資金調達や地域経済への貢献策として

市民ファンドの組成方法などを提案する。 
個別 

事業採算性 

・H25 業務で実施した事業採算性の定量化をベースに、地域

の金融機関等へのヒアリングにより資金調達条件を確認

のうえ、実態価格に基づくキャッシュフローを作成。補助

事業の活用の有無による採算性の違いも比較する。 

基本 

維持管理による発電への影響予

測及びその対策 
・処分場等太陽光発電事業における付加的コストを検討して

その対策について記載する。 

・導入促進事業のモニタリング調査結果を活用して沈下量の

影響を把握する。 

個別 

廃棄物の自重による沈下に伴う

発電の不安定化についての対策  
個別 

モニタリング方法（項目、導入機

器等） 
・既存のモニタリング項目に追加すべき項目及びその方法を

明らかにする。 
個別 

CO2削減効果 
・H25 業務で実施した LCAの方法をベースに、系統電力と比

較した削減効果について、処分場等管理者、発電事業者等

であっても容易に算定可能な方法を検討する。 

基本 

地域住民との合意形成の方法等 

・対象地の地域特性を考慮のうえ短中長期的な視点で方法を

検討する。 

・事業担当者とのコミュニケーションを強化して、実現に向

けた地域住民へのアンケート調査を提案するなど、具体的

方法論を提案する。 

基本 

関係法令・制度 
・処分場によっては、市町村の防災計画等により避難所や災

害廃棄物仮置き場として指定されている場合があるため、

市町村担当者にヒアリングを実施して確認を行う。 

基本 

従前の計画等で変更が必要とな

る項目とその可能性 
・既存の跡地利用計画もしくは過去の住民説明会等での意

見・要望等を整理し、必要な対応を検討する。 
個別 

必要な事務手続き等 
・系統接続に関しては、可能な限り電力会社へのアクセス検

討の申込み及び経済産業省への設備認定の申請を行う。 
個別 

 

※【基本】：事業者で検討予定の項目との重複を避け、基本的に全候補地で検討する。 

【個別】：処分場等への太陽光発電導入促進方策の検討に資する項目を中心に、調査地ごとに

個別に検討項目として設定する。 
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（2）調査地ごとの特徴・課題に応じた検討内容の整理に当たっての基本的な考え方 

各調査地の特徴や課題を踏まえ、上記（１）の検討項目の中から、調査地ごとの検討項

目を整理した。整理に当たっての基本的な考え方を以下に示す。 

①「処分場等における太陽光発電に固有の課題に関する検討事項」、「環境省ガイドライ

ンの作成に向けて有用な知見が得られると期待される検討事項」を優先する。 

（ア）廃棄物処分場の機能維持に関する視点（発生ガスや浸出水への影響等） 

（イ）太陽光発電事業の事業継続に関する視点（地盤沈下による発電量の減少等） 

（ウ）地域との合意形成に関する視点（地域へのメリット等） 

②別途、実施設計業務が進行中の場合は、実施設計で対応すべき事項は除外する。 

 

（3）南魚沼市新堀新田最終処分場の特徴・課題等とそれに応じた重点検討内容 

１）特徴・課題等 

南魚沼市新堀新田最終処分場は昭和 34年よりビン、カンその他の不燃物の埋立処分場と

して埋立が開始され、平成 11 年 6 月に埋立は完了した。その後南魚沼市は平成 27 年に借

地であった当該の土地を購入し地権者となっている。なお、当該の敷地面積は約 16,000ｍ2

あり、覆土厚は 1.5m である。 

法律上の構造基準・維持管理基準の適合について、当該処分地は法施行（昭和 46年 9月）

以前に開始された処分地であり、遮水工並びに排水設備は設置されていない。 

このような処分場に対し、環境省法令・告示・通達「一般廃棄物最終処分場の適正化に

ついて(公布日平成 11 年 4 月 21 日)」により、当該処分場は共同命令、処分基準ともに適

用はないが、不適切と考えられる最終処分場とされており、現在新潟県の指導のもと経過

観察中である。なお、現状では周辺に対する排水の水質問題はない。 

地勢は平坦な田園地帯に所在し周囲には太陽光を阻害する山林、建物等の遮蔽物はなく

立地条件としては優位である。 

一方、当該地域は積雪深が 2から 3メートルの豪雪地帯であることが大きな特徴である。 

当該地における太陽光発電施設の設置には、この冬場の積雪量が阻害要因となり、発電

量の低下が懸念されるほか、積雪対策としてパネルの仕様、構造、パネル設置角度や設置

高さ、除雪方法が検討課題となり、そのための対策を講ずることにより一般的な太陽光発

電施設と比べ事業費の増加が見込まれると想定している。 

なお、近隣には大規模な太陽光発電施設はない状況である。 

以上を踏まえ、当該地における太陽光発電導入実現可能性調査を遂行するにあたり、南

魚沼市市民生活部廃棄物対策課への協力要請事項を盛り込んだＦＳ調査の検討フローを図

1-1に示す。 
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検 討 フ ロ ー 
南魚沼市環境対策課への 

協力要請事項 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 ＦＳ調査の検討フロー 

 

⑨関係法令・制度の整理 

①意義、必要性、目標設定 

②導入位置、面積の検討と発電最大出力、年間発電電力見込量算出 

③システム（架台等を含む）概略設計と概略施工計画の実施 

④発電した電

気 の 活 用 方

法の検討 

⑤ 概 算 事 業 費

の積算 

⑧ＣＯ２削減効

果の算定 

⑥ 事 業 採 算 性

の検討 

ヒアリングへの協力 

図面、積雪情報提

供 

調査結果の照査 

⑦維持管理に

よる発電への

影響予測及び

その対策の検

討 

⑩調査結果のとりまとめ 

ヒアリングへの協力 
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1.3 調査の実施体制 

本調査は平成 27年度環境省委託業務として、国際航業株式会社、株式会社エックス都市

研究所、株式会社東洋設計、公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団の４社による共同実施体

制によって実施した。 

実施体制図を図 1-2に示す。 

 

４社による共同実施体制

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課

代表提案者：国際航業（株）

業務役割：業務統括、処分場等への太陽光発電導入実現可能性調査、先進的設置・維

持管理技術導入実証補助の工程・品質管理支援、処分場等太陽光発電事業

に要する付加的なコストの検証、処分場等への太陽光発電導入に係る課題

整理及び解決策の検討・提案

委託

共同提案者：（株）東洋設計

業務役割：処分場等への太陽光発電導入実

現可能性調査、先進的設置・維

持管理技術導入実証補助の工

程・品質管理支援、処分場等太

陽光発電事業に要する付加的な

コストの検証

共同提案者：（株）エックス都市研究所

業務役割：処分場等への太陽光発電導入実現可能性調査（実現可能性調査の検討事

項・手法の整理等）、先進的設置・維持管理技術導入実証補助の工程・品

質管理支援、処分場等への太陽光発電導入に係る課題整理及び解決策の検

討・提案

共同提案者：（公財）廃棄物・３Ｒ

研究財団

業務役割：実現可能性調査の検討事項・手

法の整理(関連法令・制度等)

 

図 1-2 本調査の執行体制図 
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第２章 事業諸元の設定 

 

本章では、太陽光の導入地及び事業の意義･目標等の設定、周辺環境情報の収集･整理に

関する検討結果を概説する。 

 

2.1 太陽光の導入地の設定 

 太陽光の導入地は「南魚沼市新堀新田最終処分場」とした。 

処分場の特徴は以下に示すとおりである。 

表 2-1 に太陽光発電施設導入地の概要、図 2-1 に太陽光発電施設導入地の航空写真、図

2-2に太陽光発電施設導入地の現場写真を示す。 

 

＜処分場の特徴＞ 

導入地の敷地面積は約 16,000ｍ2あり、地勢は平坦な田園地帯に所在し周囲には太陽光を

阻害する山林、建物等の遮蔽物はない。一方、当該地域は積雪深が 2 から 3 メートルの豪

雪地帯であることが大きな特徴である。 

 覆土厚は 1.5m あり、また冬場の積雪重量の影響からか地盤は安定していると推測される。 

 

表 2-1 太陽光発電施設導入地の概要 

管理者 南魚沼市 

所在地 新潟県南魚沼市新堀新田 629-617 

処分場等の種類 一般廃棄物処分場 

被覆施設の面積(㎡) 約 16,000ｍ² 
設置時期 昭和 34年 

埋立開始時期 昭和 34年 

処分場の状況 埋立完了 埋立完了時期 平成 11年 6 月 

埋立内容物 カン、ビンほか不燃物 破砕の有無 なし 

破砕後のサイズ - 覆土厚 150cm 以上 

遮水工の有無 無し 遮水工の種類 - 

構造基準･維持管理基準･処理

基準(処分基準)への適合 

該当しない 

(不適切と考えられる

ため新潟県指導の下、

経過観察中) 
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出典：南魚沼市 

図 2-1 太陽光発電施設導入地の航空写真  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 太陽光発電施設導入地の現場写真  
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2.2 事業の意義･目標等の設定 

上記 2.1を踏まえ、事業の意義･目標等を以下のとおり設定した。 

 

＜事業の意義･目標等＞ 

○当該予定地は、日本有数の豪雪地帯であり冬期の積雪深は 2から 3メートルに達する。

また、全国的に見ても日射条件が低い地域であり、一般的には太陽光発電事業は困難とさ

れる。このような条件において、事業採算性が成り立つかを検討する。また、発電電力を

近隣工業団地に供給する地産地消の電力ネットワークを提案する。以上の検討並びに提案

から同様の条件にある地域における処分場太陽光発電事業のモデル構築を目指すものとす

る。 

 

2.3 周辺環境情報の収集･整理 

本導入地は豪雪地帯であり、事業にあたり以下の点を考慮する必要がある。 

 

＜周辺環境情報＞ 

○本導入地は、平坦な田園地帯に所在し、太陽光を遮る山林並びに建物等の日陰要因

はない。 

○送電線は導入地に隣接道路にあり、接続は容易である。 

○電力消費先として、近隣にコンクリート工場等工業団地が控えている。 

○本導入地の年平均日照時間は 1,510.7 時間であり、東京の年平均日照時間 2,104 時

間と比較した場合 72%程度と少ない状況である。 

○建築基準法施行令運用基準における当該地域の垂直積雪量(積雪荷重)は、300cm（南

魚沼市合併前の旧六日町区域）である。 

○当該地域近傍の過去 5 年間の積雪深は、表 2-2 に示すとおりであり、最大積雪深は

平成 26年 2月の 272cmである。 

 

表 2-2 過去 5年間の積雪深 

 
(cm)

各年度　積雪期 12月 1月 2月 3月 4月

22年度 45 248 227 ― ―

23年度 108 233 246 180 125

24年度 121 204 253 216 69

25年度 75 134 152 167 34

26年度 167 224 272 228 122
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第３章 施設計画 

 

本章では、太陽光発電設備の設計条件、概略設計、年間発電電力見込量の算出、架台･基

礎の概略設計、その他の検討等の結果を概説する。 

 

3.1 太陽光発電設備の設計条件 

太陽光発電設備の設計条件は、以下のとおりである。 

 

＜太陽光発電設備の設計条件＞ 

○導入位置：新堀新田最終処分場 

○導入敷地面積：16,158㎡ 

○方位角：0度 

○傾斜角：20度  

○太陽電池パネル：260W 

 

3.2 太陽光発電設備の概略設計 

概略設計を実施した結果は、以下のとおりである。 

太陽光発電パネル設置枚数 3,916枚となり、発電最大出力は 1,018 kW となった。 

図 3-1に太陽光発電施設の導入概略平面図を示す。 

 

＜太陽光発電設備の概略設計結果＞ 

○太陽電池パネル設置枚数：3,916枚  

○最大発電出力：1,018 kW  

○パワーコンディショナ：1,000kW  設置台数 1基 

○受変電設備：1 式 

○フェンス長：669m 

○パネル間の距離：冬至に 6時間日照を確保できる距離 2.7m 

○周囲のメンテナンス通路幅：3m 
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図 3-1 太陽光発電施設の導入概略平面図 

 

3.3 年間発電電力見込量の算出 

発電電力見込量は下式により算出した結果、年間発電電力見込量は約 1,031MWh/年となっ

た。 

 

年間発電電力見込量（kWh/年） 

＝発電最大出力（kW）×日射量（kWh/㎡・日）×365日×総合設計係数※1 

÷標準日射強度※2（kW/㎡） 

※1 総合設計係数とは、直流補正係数、温度補正係数、インバータ効率、配線損失等を考

慮した値であり、「大規模太陽光発電設備導入の手引書」（NEDO／平成 23年 3月）で

は 0.65～0.8程度としている。参考までに JIS C 8907:2005 太陽光発電システムの発

電電力量推定方法より、以下の値と式を用いて算出したところ 0.796 となる。本検討

では、初年度の総合設計係数を 0.8とし、年ごとの減水率を 0.5％見込むものとした。 

KHD ： 日射量年変動補正係数 0.97  KPD ： 経時変化補正係数 0.95 

KPA ： アレイ回路補正係数 0.97   KPM ： アレイ負荷整合補正係数 0.94 

ηINO ： インバータ実効効率 0.95 

総合設計係数＝KHD×KPD×KPA×KPM×ηINO＝0.97×0.95×0.97×0.94×0.95＝0.8 

 

※2 地球大気に入射する直達太陽光が通過する路程の、標準状態の大気に垂直に入射した

場合の路程に対する比をエアマス（AM）という。AM1.5のときの日射強度を標準日射
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強度といい、1kW/m2となる。 

＜発電電力見込量計算＞ 

導入地の日射量、気温及び上式により算出された発電電力見込量は以下のとおりである。 

○日射量：年平均 3.47kWh/㎡・日 （NEDO MONSOLA-11 観測地点：十日町市 より） 

○気温：年平均 12.1℃ （南魚沼市行政情報） 

○年間発電電力見込量：約 1,031MWh/年 

 

3.4 架台･基礎の概略設計 

架台の種類・置き方は、コストと環境影響の 2 つの観点から検討することとした。検討

結果を表 3-1に示す。 

南魚沼市の場合、覆土厚は 1.5mと少ないためスクリュー杭基礎、FX鋼管基礎の採用は困

難である。一方、豪雪地帯に対応するため架台高は 3m以上となり、風の吹き上げへの耐力

を基礎で持たせる必要があり、単独基礎コンクリート架台よりもコストは嵩むが、基礎全

体が連結している連結コンクリート基礎架台が適していると考えられる。 

 

表 3-1 基礎の種類・置き方に関する検討結果 

 概要 

コスト（例） 

（1kWあたり、 

工事費込） 

環境影響 

スクリュー杭基礎 

 

スクリュー杭を打込む工法。

使用後は有価物として売却

可。 

1.5～2.5万円 

（国際航業（株）

実績） 

地面への荷重あり 

（覆土を突き破る可

能性） 

FX鋼管基礎 

 

鋼管を打込む工法。使用後は、

有価物として売却可。比較的

浅い打込みで強度を確保でき

る。 

約 2.5万円 

（（株）トーエネ

ックの場合） 

地面への荷重あり 

（覆土を突き破る可

能性） 

連結基礎コンクリート架台 

 

現場で型枠設置、鉄筋組立、

コンクリート打設を行う工

法。基礎は全体として連続し

ている。最も一般的な構造。 

2.5～3.5万円 

（国際航業（株）

実績） 

地面への荷重やや大 

単独基礎コンクリート架台 

 

施工手順は上記連結と同じ。

各基礎は独立した凸型の形状

をした構造。 

1.5～2.5万円 

（発電事業者ヒ

アリング） 

地面への荷重大 
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3.5 個別の重点検討項目 

(1)豪雪地帯における課題 

 降雪した雪が太陽光パネルに堆積すると発電しない、もしくは減少し、太陽光パネル自

体の構造上の凍結対策、耐積雪重量対策はしているものの、太陽光パネルの不具合、破損

の原因ともなり、基本的に太陽光パネルに積雪した雪は速やかに排除することが必要不可

欠である。 

そのため、太陽光パネル上の滑雪を促す太陽光パネルの傾斜角度、太陽光パネルの構造

及び仕様が重要となる。 

一方、これらの対策を実施し設置したとしても、降雪時太陽光パネルに積もった雪が地

上部に積雪した雪と繋がり、太陽光パネルに雪が堆積する課題があり、架台高さの検討と

除雪が可能な太陽光パネル間隔が必要となる。 

参考として、図 3-2に太陽光パネルが降雪した雪に覆われた事例を示す。 

 以上より、豪雪地帯の太陽光発電の設置の検討課題は以下のとおりであり、事例調査を

踏まえ検討する。 

① 積雪に対応した太陽光パネルの検討 

② 太陽光パネルの傾斜角度の検討 

③ 太陽光パネル架台高及び支柱間隔の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光パネル正面部分           太陽光パネル裏面部分 

図 3-2 太陽光パネルが降雪した雪に覆われた事例 

 

(2)積雪地における太陽光発電施設事例 

表 3-2に示すとおり積雪地における太陽光発電施設の事例を調査した。 

事例における傾斜角度は 20度、30度、40度である。一方、架台高は 1ｍから 2.0ｍまで 

の高さであり、いずれの施設も積雪深が 1ｍ程度以下である。 

該当する積雪深 3ｍ以上の事例はない状況である。 
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表 3-2 積雪地における太陽光発電施設の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)積雪に対応した太陽光パネルの検討 

1）耐積雪荷重対応パネル 

太陽光パネルに雪が堆積すると、雪の重さに太陽光パネルが耐えられず、表面のガラス

等が脱落して電気回路が故障する可能性がある。JIS 規格の太陽光パネルの積雪荷重は

2,400pa であるが、積雪対応の太陽光パネルは 5,000pa 前後（積雪量約 2m）のものが市販

されており、積雪対応の太陽光パネルを選定することが望ましい。 

 

2)融雪、滑雪を促進する太陽光パネル 

太陽光パネルに雪が積もったままの場合、十分な日射量が確保できず発電量が低下する

ため、出来るだけ早く太陽光パネルに積もった雪が溶ける、あるいは滑雪し地面に落下さ

せる必要がある。 

積雪対策の事例として旭川倉沼ソーラー発電所、旭川北都ソーラー発電所では、両面発

電パネルを採用している。両面発電パネルは、表面、裏面両方に受光パネルを有している。  

降雪後の日射時において、表面パネルには積雪した雪が堆積している状況下、裏面の受

光パネルには雪面に乱反射した太陽光により発電する。その発電によるパネル温度の上昇

があり、その熱で表面受光パネルの融雪、滑雪が促される。 

太陽光パネル上の融雪、滑雪についてのメーカーへのヒアリングでは、裏面パネルの発

電により 4～5度のパネル温度の上昇がある。この熱と太陽光の直接の照射熱により表面パ

名　称 所在地
敷地面積

(ｍ²)
稼働時期

計画出力
（kW）

架台高
(ｍ)

傾斜角度
(度)

積雪深
(cm)

新潟雪国型
メガソーラー発電所

新潟市 約35,000 2010年8月 1,000 1.0 20、30 100

旭川倉沼
ソーラー発電所

旭川市 6,021 2013年9月 250 1.8 40 75

秋田市
メガソーラー発電所

秋田市 45,700 2013年10月 1,500 1.8 30 70

旭川北都
ソーラー発電所

旭川市 35,140 2013年11月 1,250 1.8 40 75

元園芸試験場
村山ほ場メガソーラー

村山市 約26,000 2013年12月 1,000 1.8、2.0 30、40 105

新潟第二メガソーラー 新潟市 約107,300 1014年4月 6,000 1.0～1.4 20 100

札幌市山本処理場
東米里地区

札幌市 24,119 2016年2月 750 1.7 30 100

エコパーク出雲崎 出雲崎市 30,973 2016年6月 1,890 1.2 20 100
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ネルの滑雪が促される。また、両面発電パネルは裏面発電により 5～30%の発電量の増加も

期待できるとの見解である。 

図 3-3に両面受光パネルの概略図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

出典：PVG Solutions株式会社 

図 3-3 両面受光パネルの概略図 

 

3)積雪を回避する太陽光パネル 

両面発電パネルと追尾式太陽光発電システムと組み合わせた追尾式両面太陽光発電シス

テムがある。メーカーへのヒアリングでは、同システムの組み合わせにより積雪時には傾

斜角度を垂直にすることにより、太陽光パネルへの積雪は回避することができるとの見解

である。なお、埋立処分場への同システム適用には、当該地の地勢、地質、地耐力、不同

沈下等の条件を十分検討する必要がある。 

同システムは、現在北海道「平成 27年度環境・エネルギープロジェクト形成促進事業」

並びに札幌市「平成 27年度札幌型環境・エネルギー技術開発支援事業」に採択され、設備

利用率 20%以上を目標として開発中である。 

図 3-4に追尾式両面太陽光発電システムを示す。 
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                              出典：PVG Solutions株式会社 

図 3-4 追尾式両面太陽光発電システム 

 

4)滑雪を促進する太陽光パネルの構造 

一般的な太陽光パネルはフレームのガラス押さえ部分があり、その段差に雪が引っかか

り、雪で太陽光パネルが覆われることになる。 

エコパーク出雲崎の事例では、フレームのガラス押さえ部分をなくして平らにした積雪

対応太陽光パネルを採用している。同パネルの採用により雪で太陽光パネル表面が覆われ

る時間を短くすることが可能となり、一般的な太陽光パネルより発電量を確保することが

できる。また、雪が落ちやすくなることで、傾斜角度を大きくする必要がなく、アレイの

前後の架台間隔が狭まり、設置面積を少なくすることができる。 

図 3-5に太陽光パネル断面図を示す。 
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図 3-5 太陽光パネル断面図 

 

以上より積雪対応パネルは各種有り、採用には各々の処分場の積雪深、地勢、地質、地

耐力、不同沈下並びに経済上の条件等を十分検討し、総合的に判断し決定することが重要

である。 

 なお、パネルコストの試算は国際航業(株)が所有している実績コストデータに基づき算

出する。 

 

（4）太陽光パネルの傾斜角度の検討 

 積雪地で採用されている太陽光パネルの傾斜角度は、事例調査によると 20度、30度、40

度があり、北地域ほど傾斜角度は大きくとる傾向があるが、決められた基準は無く地域毎

の条件により決定及び経過観察している状況である。 

当該計画地域の近傍事例施設は、新潟雪国型メガソーラー発電所(傾斜角度 20度、30度)、

新潟メガソーラー(傾斜角度 20度)、エコパーク出雲崎(傾斜角度 20度)があり、傾斜角度

は 20度及び 30度である。2010年 8月より稼働した新潟雪国型メガソーラー発電所では、

傾斜角度 20度並びに 30度で設置しており、雪の滑落の観点では 30度が適したが、傾斜角

度の違いによる発電量への影響は少ないことが明らかとなっている。 

一方、エコパーク出雲崎では「平成 26年度処分場等への太陽光発電導入可能性調査委託

業務」において傾斜角度 20度、30度について感度分析を実施しており、傾斜角度 20度が

パネル枚数が多く設置でき採算性が良いという結論であり、本調査では積雪に対応したパ

ネルを採用することを条件に傾斜角度は 20度とする。 

 

一般的な太陽光パネル 積雪対応太陽光パネル 

アルミ枠の押さえ部分

の段差がある 

アルミ枠の押さえ部分

の段差がない 
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(5) 太陽光パネル架台高及び支柱間隔の検討 

 太陽光パネル架台高は、積雪した地上部の雪と太陽光パネルに積雪した雪が繋がらない

高さが理想であるが、架台高を高くする必要があり建設コストの増加要因となる。一方、

架台高を低くすると除雪費用が必要となり、また除雪車用通路に舗装が必須であり同法も

コスト増加要因となる。 

架台高の検討の手法は、表 3-3の各ケースの検討条件並びに図 3-6の架台概略立面図に

示すとおり、適時の除雪を前提とした架台高 3mのケース１と、除雪を前提としない架台高

5mのケース 2の 2方式で検討する。 

架台高 3m、5mの架台の建設コストは、価格算定における実績データが無いためメーカー

ヒアリングを実施し算定する。 

また、除雪コストの算定については、表 3-4の推定除雪回数に示すとおり以下の条件で

推定する。 

降雪深データは、直近 5年間で降雪量の多い平成 27年度をベースとして、当該近隣地の

降雪深観測点である城内地域開発センター(住所-南魚沼市上原 632-24)のデータを採用し

た。 

積雪量並びに除雪車の出動条件は南魚沼市と協議し決定した。積雪量は、降雪に対する

融雪量を 50％とし、除雪車による除雪は積雪深 20cm毎に除雪するものとした。 

なお、3月以降は累計積雪量が 206cmであり、架台高さ以下となるため除雪しないものと

した。 

その結果、推定除雪回数は 25回となった。 

除雪回数が多い理由は、南魚沼市の雪質は、北海道等に比べいわゆるパウダースノウで

はなく、水分が多く重い雪である。そのため、除雪は通常 20cmの積雪で除雪しないと除雪

車による除雪は困難となる。一方、除雪車運行通路には舗装が必要となることから、アス

ファルト舗装面積 9,000㎡のコストを計上するものとする。 

除雪を考慮した太陽光パネル支柱間隔の検討について、太陽光パネル傾斜角度 20度にお

ける受光と除雪通路を考慮した支柱間隔巾は、4mとした。 

 

表 3-3 各ケースの検討条件 

方 式 ケース 1 ケース 2 

除雪対応 年 25回除雪 除雪しない 

架台設置高 3.0m 5.0m 

傾斜角度 20度 20度 

除雪通路 支柱間隔 4m巾 支柱間隔 4m巾 

外周通路幅 3.0m 3.0m 
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図 3-6 架台概略立面図 
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表 3-4 推定除雪回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：降雪深観測点-城内地域開発センター(住所-南魚沼市上原 632-24) 

 

(6) 各ケースの建設費算定結果 

1)補助金無しのケース 

 建設費は、設計費、太陽光モジュール等の設備、架台等の資機材調達費、各工事費、諸

経費、造成費、舗装費、系統連系工事負担金等を分類分けし計上した。 

 なお、ケース 1の架台高 3mのケースでは、造成、舗装費の項に除雪通路用アスファルト

舗装費 36,000千円(9,000ｍ²×4千円)を計上し、別途除雪経費については南魚沼市内除雪

事業者へのヒアリング結果から、除雪経費年間 4,000千円(25回×160千円)を計上した。 

 算定の結果、表 3-5、表 3-6に示すとおり建設費はケース１の架台高 3mでは 334,404千

円、ケース 2の架台高 5mでは 326,260千円となり大きな差が無い結果となった。 

 一方、表 3-7の発電収益に示すとおり固定価格買取制度下(FIT)における 28年度調達価

格は 24円/kWhであることから発電による収益は平均年間 23,580千円となる。 

平成26年12月 / 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

降雪(cm) 17 76 3 6 3 2 12 16 77 51 3 36 46 21 4 5 24 9 12 46 14 9 6 7 7 36
50%積雪(cm) 9 38 2 3 2 1 6 8 39 26 2 18 23 11 0 2 3 12 5 6 23 7 5 3 4 4 18

積雪量 9 47 2 5 6 7 13 21 39 26 2 20 23 11 11 13 15 27 5 11 34 7 12 15 18 22 18
20cm毎除雪(cm) 9 0 2 5 6 7 13 0 0 0 2 0 0 11 11 13 15 0 5 11 0 7 12 15 18 0 18

除雪日 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 9

平成27年1月 / 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

降雪(cm) 33 38 5 0 2 21 34 21 43 38 31 20 1 2 11 6 31 9 22 13 11 4 13 6 4 7 17 13 4 9 36
50%積雪(cm) 17 19 3 0 1 11 17 11 22 19 16 10 1 1 6 3 16 5 11 7 6 2 7 3 2 4 9 7 2 5 18

積雪量 35 19 22 0 1 12 29 11 32 19 35 10 11 12 17 20 16 20 11 18 23 2 9 12 14 17 26 7 9 13 31
20cm毎除雪(cm) 0 19 0 0 1 12 0 11 0 19 0 10 11 12 17 0 16 0 11 18 0 2 9 12 14 17 0 7 9 13 0

除雪日 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 10

平成27年2月 / 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

降雪(cm) 55 4 9 1 9 8 4 29 27 18 1 8 38 26 3 3 3 3 10 3 6 9 10 2 2 4 17 6
50%積雪(cm) 28 2 5 1 5 4 2 15 14 9 1 4 19 13 2 2 2 2 5 2 3 5 5 1 1 2 9 3

積雪量 28 2 7 7 12 16 18 32 14 23 1 5 24 13 15 16 18 19 24 2 5 9 14 15 16 18 27 3
20cm毎除雪(cm) 0 2 7 7 12 16 18 0 14 0 1 5 0 13 15 16 18 19 0 2 5 9 14 15 16 18 0 3

除雪日 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 除雪 6

平成27年3月 / 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

降雪(cm) 6 4 3 13 7 0 7 11 10 48 26 0 9 4 5 1 4 13 3 6 3 5 27 15 4 5 5 4 2 4 6
50%積雪(cm) 3 2 2 7 4 0 4 6 5 24 13 0 5 2 3 1 2 7 2 3 2 3 14 8 2 3 3 2 1 2 3

積雪量 6 2 4 10 14 14 17 23 28 52 65 65 69 71 74 74 76 83 84 87 89 91 105 112 114 117 119 121 122 124 127
20cm毎除雪(cm) 6 2 4 10 14 14 17 23 28 52 65 65 69 71 74 74 76 83 84 87 89 91 105 112 114 117 119 121 122 124 127

除雪日 0

平成27年4月 / 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

降雪(cm) 3 2 6 10 4 9 7 5 7 14 14 10 8 13 12 8 10 10 5 1
50%積雪(cm) 2 1 3 5 2 5 4 3 4 7 7 5 4 7 6 4 5 5 3 1

積雪量 129 130 133 138 140 144 148 150 154 161 168 173 177 183 189 193 198 203 206 206
20cm毎除雪(cm) 129 130 133 138 140 144 148 150 154 161 168 173 177 183 189 193 198 203 206 206

除雪日 0 25

月
間
除
雪
回
数

月
間
除
雪
回
数

月
間
除
雪
回
数

月
間
除
雪
回
数

月
間
除
雪
回
数

合
計
除
雪
回
数
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同建設費の回収年について、表 3-8の回収年に示すとおり除雪経費を見込んだケース１

の架台高 3mのケースでは 17.6年、ケース 2の架台高 5mのケースでは 13.8 年であり、除

雪のない架台高 5mのケース 2の優位性が高い結果となった。 

 

表 3-5 ケース１ 架台高 3m(補助金無し) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-6 ケース 2 架台高 5m(補助金無し) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計 3,000
資機材調達(架台以外) 132,000
資機材調達(架台) 68,000
基礎工事 36,000
架台工事 12,000
モジュール等取付工事 8,000
電気工事 22,000
その他工事費 1,500
試験運転調整 1,000
諸経費 1,170
造成費、舗装費 36,000

計
系統連系工事負担金

合　計
※31.5万円/kWには系統連系工事負担金を含まない

334,404

建設費

工事種別 単価（千円）

13,734
320,670

31.5万円/kW

設計 3,000
資機材調達(架台以外) 132,000
資機材調達(架台) 78,000
基礎工事 49,000
架台工事 16,400
モジュール等取付工事 8,000
電気工事 22,000
その他工事費 1,500
試験運転調整 1,000
諸経費 1,626
造成費 0

計
系統連系工事負担金

合　計
※30.7万円/kWには系統連系工事負担金を含まない

326,260

建設費

30.7万円/kW

312,526
13,734

工事種別 単価（千円）
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表 3-7 発電収益 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-8 回収年(補助金無し) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)補助金有りのケース 

平成 28 年度の環境省事業として 「環境省二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（廃

棄物埋立処分場等への太陽光発電導入促進事業）」制度がある。同制度を活用出来れば、当

該設備の内の架台及び架台基礎を対象として 2 分の 1が補助対象となる。 

同制度を活用した建設費は表 3-9、表 3-10に示すとおりケース１の架台高 3mでは 276,404

千円、ケース 2の架台高 5mでは 254,560千円となり、ケース 2の優位性は高い結果となっ

た。 

同建設費の回収年については、表 3-11に示すとおり除雪経費を見込んだケース１の架台

高 3mケースでは 15.1 年、ケース 2の架台高 5mでは 10.8年であり、ケース 2は補助制度

を活用し、除雪経費が不要のため、更に優位性は高い結果となった。 

 

方 式 ケース1 ケース2
架台設置高 3m 5m

建設費(千円) 334,404 326,260
除雪費(千円/年) 80,000 0

計 414,404 326,260
平均年間収益 (千円/年)

回収年数 17.6 13.8

23,580

発電出力 (kW) 1,018
年間発電量 (MWh/年) 1,031

固定買取価格 (円/kWh) 24
平均年間収益 (千円/年) 23,580
20年間の収益 (千円/20年) 471,592

発電収益
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表 3-9 ケース１ 架台高 3m(補助金有り) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-10 ケース 2 架台高 5m(補助金有り) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計 3,000
資機材調達(架台以外) 132,000
資機材調達(架台) 39,000
基礎工事 24,500
架台工事 8,200
モジュール等取付工事 8,000
電気工事 22,000
その他工事費 1,500
試験運転調整 1,000
諸経費 1,626
造成費 0

計
系統連系工事負担金

合　計
※23.6万円/kWには系統連系工事負担金を含まない

工事種別 単価（千円）

23.7万円/kW

240,826
13,734

建設費

254,560

設計 3,000
資機材調達(架台以外) 132,000
資機材調達(架台) 34,000
基礎工事 18,000
架台工事 6,000
モジュール等取付工事 8,000
電気工事 22,000
その他工事費 1,500
試験運転調整 1,000
諸経費 1,170
造成費、舗装費 36,000

計
系統連系工事負担金

合　計
※25.8万円/kWには系統連系工事負担金を含まない

建設費

276,404

25.8万円/kW

262,670

工事種別 単価（千円）

13,734
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表 3-11 回収年(補助金有り) 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より推奨架台高は、除雪を必要としない架台高 5mのケース 2である。 

 

推奨架台高 架台高 5mのケース 2 

 

 

 

方 式 ケース1 ケース2
架台設置高 3m 5m

建設費(千円) 276,404 254,560
除雪費(千円/年) 80,000 0

計 356,404 254,560
平均年間収益 (千円/年)

回収年 15.1 10.8

23,580
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【参考】 

パネル設置高における建築基準法の適用基準について 

 

 地上部に設置する太陽光発電施設は、下記の通達に基づき建築基準法の適用基準外とな

る。 

 

国土交通省住宅局建築指導課長通達(国住指第 4936号平成 23年 3月 25 日) 「太陽光発

電設備等に係る建築基準法の取り扱いについて」抜粋 

  ・土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱い 

 土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナン

スを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、

執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについ

ては、法第２条第１号に規定する建築物に該当しないものとする。 
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第４章 概略施工計画 

 

本章では、太陽光発電設備等の施工計画、工事工程の結果を概説する。 

 

4.1 太陽光発電設備等の施工計画 

3章より、太陽光発電設備等の施工の項目を表 4-1に示す。 

 

表 4-1 施工項目 

施工項目 内容 

造成・整地 
太陽光パネルを設置する場所の造成、整地が必要な場合に

実施。 

基礎工事 掘削、砕石、型枠の設置、コンクリートの打設等を行う。 

架台組立 架台の搬入、組立を行う。 

太陽光パネル設置 太陽光パネルの搬入、架台に取り付けを行う。 

電気工事 

引込内線工事、埋設管路工事、キュービクルの設置、パワ

ーコンディショナの取り付け、配線工事、遠隔監視システ

ムの設置を行う。 

電力会社側工事 配線増強工事、電力会社供給用メーターの設置等を行う。 

検査 太陽光パネル取付検査、施主検査、絶縁抵抗測定を行う。 

運転開始 電力会社立会いのもと、システムの連系運転を開始する。 

 

また、施工において留意することが望ましい事項を以下に示す。 

＜施工上の留意事項＞ 

○墜落災害、車両災害、火災災害、第三者災害等、事前に予想される災害の防止 

○工事の PR、作業場所周辺への環境対策、騒音対策、地元住民への配慮、苦情等の対

策 

○電力使用量の節減、事務用紙購入枚数の削減、古紙リサイクル率の向上、産業廃棄

物リサイクル率の向上等、環境への配慮 

○工程管理 

○品質管理 
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4.2 工事工程表 

南魚沼市では、事業実施の意志決定期間を 3 年間としており、事業実施の場合は民間企

業が事業を実施することを想定している。 

工事期間は、意志決定を経て着工後 6ヶ月間必要である。 

図 4-1に民間企業が事業主体となる場合の工事工程表（案）を示す。 

 

日 程 3ヶ年 1ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ５ヶ月 ６ヶ月 

意志決定期間        

土木

工事 

造成・整地        

基礎工事        

架台組立        

太陽光パネル設置        

電気工事        

電力会社側工事        

検査        

運転開始       ● 

図 4-1 工事工程表（案） 

 



 

巻末資料 1-27 

 

第５章 発電した電力の活用方法の検討 

本章では、既存事例調査、本事業に求められる条件、本事業に相応しいと考えられる事

業スキーム（案）等に関する検討結果を概説する。 

 

5.1 事例となる事業スキーム 

 平成 26年度調査結果から整理したニーズを踏まえ, 各種ニーズに対応した有望と考えら

れる事業スキームを 6種選定した。 

表 5-1に検討対象とする事業スキーム、図 5-1～6に各事業スキーム図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-1 検討対象とする事業スキーム 

事業 
ｽｷｰﾑ
No 

基本となる
事業スキー
ム 

付加すること
が適当と考え
られるオプシ
ョン 

事業スキームの名称 選定理由 

SC1 民間主導型 売電収益の一
部を地域に還
元 

売電収益地域還元
スキーム 

一般的な太陽光事業では民間事業
者が市民ファンドや基金設立によ
り地域に売電収益を事例が増えて
いる。 

SC2 市民ファンド 市民ファンドスキ
ーム 

市民ファンドによる地域還元手法
が注目されている。 

SC3 災害時に電力
の一部を防災
拠点に供給 

災害時対応スキー
ム 

既存事例では災害対策の面から地
域に貢献する事例が多く見られ有
効な事業スキームと考えられる。 

SC4 公共主導型 電力の一部を
処分場及び関
連施設で使用 

処分場施設内電力
利用スキーム 

処分場機能の維持管理施設の費用
負担の軽減に役立つことから自治
体にニーズがあると推測される。 

SC5 電力を地域の
公共施設や地
域家庭へ供給 

電力地域供給スキ
ーム 

地域のエネルギー自給率向上及び
災害対策の面から今後ニーズが高
まることが予想される。 

SC6 公民連携型 上下分離スキ
ーム 
 

上下分離スキーム 土地の整備・管理を公共、発電事業
を民間事業者が請け負うことによ
りリスク分担が図られる。 

 

 

・環境政策や市民ファンドを通じて地域に収益・メリットを地域還元したい 

・災害時に利用できる蓄電池をしたい 

・（自治体が）事業者となって事業を実施したい。 

・税収入の増加につながる施策としたい。 

・初期投資の負担をなるべく軽くした事業としたい。 

・発電した電気を処分場維持管理施設内で利用し、費用負担を軽減したい。 

・地域ぐるみで「責任・役割」と「収益還元」を公平に分配できる事業実施体制ができないか。 

・電気事業法の改正を活かした地域内自家消費の事業ができないか。 

＜平成 26年度調査結果から整理したニーズ（抜粋）＞ 
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【SC１：売電収益地域還元スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 売電収益地域還元スキーム 

 

【SC２：市民ファンドスキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 市民ファンドスキーム 

一般電気事業者売電

処分場管理者

電力料金

（FIT）

一般家庭等

配電 電気代

地域貢献

地域住民

地域の建設会社

発電事業者

土地提供
土地賃料

固定資産税等

工事代金

自治体

または自治体が指定

する団体・基金

売電収入
の一部

一般電気事業者売電太陽光発電事業者
（SPC:特定目的会社）

電力料金
（FIT）

処分場管理者
（自治体を想定）

一般家庭等

配電 電気代

地域貢献

地域住民

代金土地提供

地域の建設会社

工事

返済

市民ファンド
取りまとめ会社

出資

配当
融資

賃料
（使用料）
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【SC３：災害時対応スキーム】 

図 5-3 災害時対応スキーム 

 

【SC４：処分場施設内電力利用スキーム】 

図 5-4 処分場施設内電力利用スキーム 
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【SC５：電力地域供給スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5 電力地域供給スキーム 

 

 

【SC６：上下分離スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6 上下分離スキーム 
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5.2 本事業に求められる条件 

本事業に求められる条件を検討・整理した。整理結果を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 本事業に相応しいと考えられる事業スキーム（案） 

 5.1項のうち、5.2 項の条件に合致すると考えられる事業スキーム（案）は、売電収益地

域還元スキームと、電力仲介事業者(PPS)※を介し近隣事務所、工場に配電する電力地域供

給スキームと考えられる。 

※PPS とは、既存の大手電力会社である一般電気事業者（現在、北海道電力、東北電力、東京電力、北

陸電力、中部電力、 関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力など）とは別の、特定規模

電気事業者（PPS:Power Producer and Supplier) のことで、 「契約電力が 50kW 以上の需要家に対

して、一般電気事業者が有する電線路を通じて電力供給を行う事業者をいう。一方、2016年 4月 1日

からは一般家庭や商店などの 50kW未満の契約でも電力の小売全面自由化が実施され、電力会社と自由

に契約できることが決定している。（資源エネルギー庁） 

 

(1) 売電収益地域還元スキーム 

南魚沼市と事業実施契約を締結した発電事業者は、新堀新田最終処分場太陽光発電施設

で発電した電力を再生可能エネルギー固定買取制度を活用し、一般電気事業者に売電し収

益を得る方法である。 

 一方、処分場管理者である南魚沼市は、土地の提供による賃料、固定資産税等の収益、

発電事業者との取り決めによる基金等の収益が見込める。 

図 5-1(再掲)に売電収益地域還元スキームを示す。

＜本事業に求められる条件＞ 

豪雪地における事業採算性の観点から、最も収益の得られる発電電力

全量を売電し、一部地域還元する売電収益地域還元スキームと近隣事務

所、工場への電力供給の可能性の観点から電力地域供給スキームの 2つ

の方式を検討する。 
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図 5-1(再掲) 売電収益地域還元スキーム（案） 

 

(2) 電力地域供給スキーム 

 図 5-7 の航空写真に示すとおり、南魚沼市新堀新田最終処分場の近隣地域には工業団地が

ありコンクリート工場等が稼働している。 

新堀新田最終処分場太陽光発電事業による発電電力を同工業団地に供給できれば、地産

地消の電力の使い方となり、電力事業にとって効率的となる。 

電力自由化により東北電力等の一般電気事業者に売電するのではなく、電力仲介事業者

である特定規模電気事業者（PPS:Power Producer and Supplier)に売電し地産地消の電力

ネットワークを成り立たせることが考えられる。 

新堀新田最終処分場太陽光発電事業の実施を予定する発電事業者に対し、南魚沼市は近

隣工業団地等に電気を供給することを条件に契約協議をすることが肝要である。 

一方、南魚沼市の意向をうけた発電事業者は、対応出来る特定規模電気事業者(PPS)と契

約し、地産地消のネットワークを成立させることができる。  

 図 5-5(再掲)に電力地域供給スキームを示す。 
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出典：南魚沼市 

図 5-7 近隣工業団地の航空写真  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5(再掲) 電力地域供給スキーム 

  

【最適スキーム】 

以上の 2 つのスキームより南魚沼市の最適スキームは、南魚沼市の電力地産地消のネッ

トワーク構築の観点から、電力仲介事業者(PPS)を介し近隣事務所、工場に配電する電力地

域供給スキームが本事業に相応しいと考えられる。 

一般電気事業者
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電力買取

処分場管理者
（自治体を想定）

一般家庭等

配電 電気代

地域貢献

地域住民

土地

地域の建設会社

工事
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電力仲介事
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（ＰＰＳ）
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周辺施設
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第６章 概算事業費の算定と事業採算性の検討 

 

本章では、概算事業費の算定、事業採算性の検討等の結果を概説する。 

 

6.1 概算事業費の算定 

（1）売電単価の設定 

太陽光発電事業を民間事業者が実施することを想定し、事業採算性を重視した全量売電

を前提とした。そのため、売電単価は平成 28 年度の調達価格※を使用することとした。な

お、調達価格は毎年見直され、年度末に次年度の価格が決定される。 

表 6-1に非住宅用（10kW以上）調達価格を示す。 

※調達価格とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23年

法律第 108号）（以下「特措法」という。）第 3条の調達価格のこと。 

 

表 6-1 非住宅用（10kW以上）調達価格 

 平成 28年度 

調達価格（税抜） 24円/kWh 

 

（2）事業採算性の評価条件の設定 

事業採算性の評価には、一般的に投資事業の判断指標で用いられる IRR（内部収益率）

※1を用いる。本業務では､事業性を比較するため、資金調達は建設コストの 70％を金融機

関より借入れ、自己資金 30%を投資した場合に統一したうえで、エクイテイ IRR※2（自己

資金 30%に対して見込まれる内部収益率）を評価条件とした。 

※1 IRR（Internal Rate of Return）とは、投資に対する利回り（収益性）を表

すもので、投資プロジェクトの正味現在価値（NPV）がゼロとなる割引率の

ことをいう。投資によって得られると見込まれる利回りと、本来得るべき利

回りを比較し、その大小により判断する。 

※2 IRR のうち、一部を自己出資した場合で、かつ、資金調達した場合の出資分へ

の収益性を示す指標をエクイテイ IRRといい、事業全体の収益性を示す指標は

プロジエクト IRRという。（投資額を資本金＋借入金（全投資額）、キャッシュ

フローとして融資に対する返済額を含まないフリーキャッシュフローを用い

て算出する内部収益率。） 

 

（3）各コストの設定 

事業採算性を把握するため、建設コスト、系統連系工事負担金、その他開発コスト、運

営管理費、借入金利、保険料、パワーコンディショナ交換費用、施設撤去費を設定する必

要がある。そのため、表 6-2に示すとおり設定した。 
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表 6-2 各コストの設定 

建設費 

設定前提 
・本報告では、EPC 業者へのヒアリングや実績ベースでの単価を設

定する。 

新堀新田  

最終処分場 

（1,018kW） 

・規模が大きく、ボリュームディスカウントが期待できる。 

・基礎全体が連結している連結コンクリート基礎架台を採用する。 

・架台高は 3m及び 5mとなり、一方パネル傾斜角度も 20 度に設定し

たことにより、架台も通常より強度が必要である。架台コストは、

実績データが無いため、メーカーヒアリングをした。 

・パネルは降雪対応且つ、積雪時に落雪を促せるフレームの製品と

した。 

・架台高 3m の場合、除雪車用舗装コストを計上した。 

以上の条件から、架台高 3mでは 31.5万円/kW、架台高 5mでは 30.7

万円/kWと設定した。 

系統連系工事 

負担金 

高圧連系の場合の系統連系負担金については、連系候補地への距

離・連系希望系統の空き状況により大きく異なるが、本業務では調

達価格等算定委員会の 1.35 万円/kWと設定した。 

その他開発 

コスト 

現地調査費用、設計費用、系統連系協議費用（高圧のみ）、法令

許認可確認作業、地域貢献費用等の太陽光発電設備の開発のために

必要な費用※をいう。 

※地域貢献の一貫として用いられる自立運転機能付きパワーコンディシ

ョナ（10kW以上）にかかる追加費用や、発電量等の表示パネル等の整

備のこと。自立運転機能付きパワーコンディショナは、自立運転機能

のないものと比較すると 2～3割程度割高になるため、そのコスト増加

分を追加費用としてみている。 

当該コストは規模に比例して費用が嵩むことから、建設コストの

5％と設定した。 

なお、調達価格等算定委員会では、詳細なコスト項目を積み上げ

ていないため、より実態的なコストとするために自社調査によって

費用を設定した。 

運営管理費 

昨年度の調達価格等算定委員会が算出した値が概ね必要コスト通

りと見込まれることから、建設コストの 1％/年と設定した。 

また、架台高 3mでは 20年間の除雪経費を計上した。 

借入金利 

借入金利は事業者の業績や担保の有無、これまでの金融機関との

取引状況により大きく異なるため、ここでは発電設備以外の担保を

設定しない条件で、金融機関との取引履歴が少ないことを想定し、

日本政策金融公庫の基準利率を参考にし、年利 2.30％（借入期間 15

年）と設定した。 
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保険料 

一般的に保険料は建設コストに応じて比率で算出することが多

い。数箇所の発電事業における保険料実績から、建設コストの

0.25％/年と設定した。 

なお、当該保険料は火災保険（建物に起因する火災により被害を

受けた場合、調達価格の 100％の保険が受けられる）、利益保証保

険（売電収入の 3ヶ月分）、損害賠償保険（5 億円/対人、5 億円/

対物）が含まれている。 

パワーコンディショナ

交換費用 

パワーコンディショナは 10 年程度が寿命といわれており、20 年

の売電事業期間中に一度入替え、若しくはオーバーホールをする必

要があることから、1年目～10年目までの間 11年目の入替え費用を

毎年積立計算する条件とした。なお、オーバーホールをするより入

れ替える方が費用がかかるため、本費用設定においてはオーバーホ

ールをする場合の現在の一般的なパワーコンディショナ費用である

2 万円/kW・年とした。 

施設撤去費用 

事業終了後、施設を撤去することを想定し、パワーコンディショ

ナ交換費用積立終了後の 11 年目～20年目までの間、毎年撤去費用

を積立計上する条件とした。費用設定においては、昨年度の調達価

格等算定委員会の根拠として用いられた建設費の 5％を必要撤去費

用とし、当該費用を 10年間で分割積立する計算とした。 

賃料 

調達価格等算定委員会では地上を想定し 150円/㎡・年の使用料を

算定根拠としているが、全国の公募事例を見ると、規模・日射量・

形状等により決定貸付料には大きな差が生じている。 

本件の試算では 100円/㎡・年とした。 

 

これら各コストの設定を踏まえ、表 6-3に必要コストを一覧にまとめた。 

 

表 6-3 初期投資、維持管理費、その他費用の一覧 

初期 

投資 

建設コスト 架台高 3m-31.5万円/kW、架台高 5m-30.7万円/kW 

系統連系工事負担金 1,374.3万円 

その他開発コスト 建設コストの 5％ 

維持 

管理費 

運営管理費（年） 建設コストの 1％/年 

借入金利 2.30％（15年） 

保険料 建設コストの 0.25％/年 

除雪費(架台高 3m) 8千万円/20年間※(南魚沼市との協議による。) 

その他 

パワーコンディショ

ナ交換積立 
2万円/kW（前半 10年間分割積立） 

施設撤去費用 建設コストの 5％（後半 10年間分割積立） 

賃料 100円/㎡・年 

（国際航業（株） 自社調査による） 
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6.2 事業採算性の検討 

上記 6.1 を踏まえ、南魚沼市新堀新田最終処分場において、南魚沼市が希望している民

間事業者による事業採算性を検討した。次に、参考として公共(南魚沼市)が事業を実施し

た場合の事業採算性も合わせて検討した。 

民間事業者が事業を実施する場合の各試算結果を表 6-6～表 6-9に示し、各試算結果の指

標を表 6-4にまとめた。 

一般的に民間事業者が事業実施の可否を検討する場合、プロジェクト IRR（PIRR 、Project 

Internal Rate of Return）を指標としており、事業実施の目安は 4～8％以上といわれて

いる。 

PIRRは、架台高 3m 補助金無しの場合、架台高 3m補助金有りの場合、架台高 5m補助金無

しの場合ともマイナスとなり、架台高 5m 補助金有りの場合で 0.48%となった。民間事業者

が事業を実施する場合、いずれのケースも事業採算性は見込めない結果である。 

一方、公共が事業主体とした場合では、固定資産税、土地賃料、法人事業税等が試算対

象から除外される。 

事業実施上の優位性の高い架台高 5m 補助金有りの場合で試算結果を表 6-10 に示し、指

標を表 6-5にまとめた。 

PIRRは、2.41%と内部収益率はプラスとなり、大きくはないが事業採算性は見込める結果

となった。 

以上より、公共が事業主体で事業実施することが望ましいと考えられる。 

ただし、南魚沼市では事業実施の可否判断期間は 3 年と考えており、補助金については

事業実施時期に対応出来るかは注意が必要である。 

 

表 6-4 各試算結果の指標まとめ(民間事業者) 

 

 

 

 

 

 

 

表 6-5 試算結果の指標まとめ(公共実施) 

 

 

 

事業主体

PIRR 2.41%

指標名称 架台高5ｍ

公共実施の場合試算結果

補助金有り

公共実施

事業主体

補助金無し 補助金有り 補助金無し 補助金有り
PIRR マイナス マイナス マイナス 0.48%

架台高3m 架台高5ｍ

各試算結果

民間事業者

指標名称
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表 6-6 架台高 3m補助金無しの場合 
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表 6-7 架台高 3m補助金有りの場合 

 



 

巻末資料 1-40 

 

 

 

表 6-8 架台高 5m補助金無しの場合 
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表 6-9 架台高 5m補助金有りの場合 
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表 6-10 架台高 5m補助金有り 公共実施の場合 
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第７章 事業実施による効果の検討 

 

 本章では、ＣＯ２削減効果の算定、ＣＯ２削減効果以外の効果の整理等の結果を概説す

る。 

 

7.1 ＣＯ２削減効果の算定 

（1）算定方法の検討 

ＣＯ２削減効果については、次年度以降の補助事業への移行の可能性も踏まえ、二酸化

炭素排出抑制対策事業費補助金の申請書類のひとつであるハード対策事業計算ファイルに

従って算定を行う。算定に当たっては、環境省「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブッ

ク」も参考とした。なお、波及的なＣＯ２削減効果に関しては、環境省平成 26年度 2050

年再生可能エネルギー等分散型エネルギー普及可能性検証検討委託業務報告書の太陽光発

電高位ケース（将来の低炭素社会の構築、資源・エネルギーの高騰等を見据え、初期投資

が大きくとも社会的効用を勘案すれば導入すべき低炭素技術・製品等について、導入可能

な最大限の対策を見込み、それを後押しする大胆な施策を想定したケースで、具体的には、

2020年の太陽光発電の導入量が 6,311万 kW、2030年度の導入量が 10,874万 kWとなるケー

ス）での一般的な太陽光発電の累積導入量とＣＯ２削減量として算定している。 

 

（2）算定に当たっての前提条件の設定 

ＣＯ２削減効果の算定に当たっての前提条件を表 7-1に示す。 

 

表 7-1  CO2削減効果の算定に当たっての前提条件 

事項 設定内容 設定理由 

事業案件名称 新堀新田最終処分場太陽光

発電事業 

 

平成 27年度予算額

（予定） 

100,000 千円 算定結果に影響しないため仮設定 

事業期間 平成 28年度～平成 37 年度 同上 

累積予定額（予定） n/a千円 同上 

導入単位 kＷ 太陽光発電であるため 

部門 電力 太陽光発電であるため 

分野 再エネ 太陽光発電であるため 

耐用年数 20 年以上 国家戦略室 コスト等検証委員会におけ

る電源別耐用年数（稼動年数）より設定 

新開発機器エネルギ

ー種類 

商用電力 「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブ

ック」より参照 

従来機器エネルギー

種類 

商用電力 「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブ

ック」より参照 
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事項 設定内容 設定理由 

導入量の計算方法 供給数 「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブ

ック」より参照 

※太陽光発電導入事業については、導入

量の基準となるストック数、フロー数

が明確でないため、政府の施策による

導入見込量を基に供給数にて計算 

削減原単位の計算方

法 

再生可能エネルギー供給量 「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブ

ック」より参照 

※年間の導入量[kW]に対する発電量

[kWh/kW/年]を設定 

削減原単位 0.67 tCO2/kW 「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブ

ック」より参照 

事業による直接導入

量 

1,018 kＷ 導入する太陽光の発電最大出力より設定 

累計導入量 2020年：63,110,000kＷ 

2030年：108,740,000kＷ 

「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブ

ック」より参照 

※各年の供給量はわからないため、環境

省平成 26年度 2050 年再生可能エネル

ギー等分散型エネルギー普及可能性検

証検討委託業務報告書に基づきの 2020

年、2030 年の導入見込量を使用 

排出係数 0.55 kgCO2/kWh 「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブ

ック」より参照 

年間平均稼働率 14 ％ 「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブ

ック」では 12％を推奨しているが、近年

の太陽光パネルの性能向上を考慮し、

14％に変更した。 

 

 

（3）ＣＯ２削減効果の算定結果 

直接的なＣＯ２削減排出量を表 7-2に、波及的なＣＯ２削減効果を表 7-3に示す。 

表 7-2 直接的な CO2排出削減量 

 

 

 

表 7-3 波及的な CO2削減効果 

   

 

導入量 1,018 [kW]
削減原単位 0.67 [tCO2/kW]
CO2削減量 687 [tCO2]

2020年度までの累積導入量 63,110,000 [kW]
2020年度のＣＯ２削減量 42,568,957 [tCO2/年]

2030年度までの累積導入量 108,740,000 [kW]
2030年度のＣＯ２削減量 73,347,305 [tCO2/年]
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7.2 ＣＯ２削減効果以外の効果の整理 

本事業におけるＣＯ２削減効果以外の効果を整理すると、以下のとおりとなる。 

＜ＣＯ２削減効果以外の効果＞ 

○豪雪地域における太陽光発電事業の実施による波及効果が期待できる。 

○電力の地産地消に繋がる。 

○施工工事や維持管理業務を県内や市内の地元企業に委託することで、雇用並びに地

域産業への貢献が期待できる。 

○南魚沼市が取り組んでいる「南魚沼市地球温暖化対策実行計画(平成 23年 5月 2日

更新)」では、中期である 2020年度の温室効果ガスの総排出量削減目標は 1990年度

比 25%減の 325千 tCO2である。本事業を推進することにより同削減目標に貢献でき、

また地域エネルギー自給率の向上にも寄与できる。 
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第８章 事業実現に向けた必要手続き 

 

本章では、本事業に関連する法制度、各種法制度の届出･認可等に関する事前協議、地域

住民との合意形成の方法等に関する検討結果を概説する。 

 

8.1 本事業に関連する法制度 

最終処分場等へ太陽光発電設備を設置する際に、届出や許可などの事前協議が必要にな

ると考えられる法令等（不要となる法令等については、その理由）を表 8-1に示す。 

最終処分場に係る法令等は、土地の形質変更の内容や規模、最終処分場の状態（廃止前、

廃止後）、廃止前であれば処分場の所有者（市町村、民間）などによって手続きが変わるた

め、各処分場においては、それぞれの状況に応じた手続きを行う必要がある。 

なお、環境省令で定める措置が行われた不法投棄地は指定区域とされるため、廃止され

た最終処分場と同様の手続きが必要となる。 

 

表 8-1 事業に関連する法令等 

法制度名 
実施 

主体 
概要 

最終 

処分場 

の廃止 

必要手続き 

廃棄物の処

理及び清掃

に関する法

律 

環境省 土地の形

質変更を行

う際に必要

となる。 

廃止前 一般廃棄物最終処分場（ただし、市町村が届

出を行った施設を除く）及び産業廃棄物最終処

分場においては、都道府県知事の許可が必要で

ある。 

市町村が届出を行った一般廃棄物最終処分

場においては、都道府県知事へ届出が必要であ

る。 

ただし、その変更が環境省令で定める軽微な

変更である時は、この限りではない。 

廃止後 都道府県知事により指定された指定区域内

での土地の形質を変更しようとする者は、都道

府県知事へ事前の届出を行う必要がある。 

ただし、この限りでない行為もある。 

なお、環境省令で定める措置が行われた不法

投棄地は、指定区域に含まれる。 

施設の譲

受けなどを

行う際に必

要となる。 

廃止前 一般廃棄物最終処分場（ただし、市町村が届

出を行った施設を除く）及び産業廃棄物最終処

分場において施設の譲受け等を行う際には、環

境省令で定めるところにより都道府県知事の

許可を受ける必要がある。 

廃止後 都道府県知事の調製する指定区域台帳（帳簿

及び図面）には、施設所有者（管理者）の記載

が求められていない。 
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土壌汚染対

策法 

環境省 土地の形

質変更を行

う際に必要

となる。 

廃止前 環境省通知により、一般環境から区別され、

適切に管理されている最終処分場においては、

特定有害物質を含んでいたとしても、土壌汚染

対策法における都道府県知事へ届出は必要な

い。 

廃止後 土地の掘削その他の土地の形質の変更であ

って、その対象となる土地の面積が環境省令で

定める規模以上のものをしようとする者は、都

道府県知事に事前に届出を行う必要がある。 

ただし、この限りでない行為もある。 

国土利用計

画法 

国土交

通省 

土地の譲

受けなどを

行う際に必

要となる。 

廃止前 土地売買等の契約を締結した場合には、当該

土地が所在する市町村の長を経由して、都道府

県知事に届出を行う必要がある。ただし、一定

の面積未満の土地や規制区域など適用外とな

る場合もある。 

なお、規制区域に指定されている場合は、そ

の区域内における土地の取引には必ず都道府

県知事の許可が必要となる。 

廃止後 

建築基準法 国土交

通省 

工作物を

建築する際

に必要とな

る。 

廃止前 国土交通省の通知により、土地に自立して設

置する太陽光発電設備については、太陽光発電

設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空

間に人が立ち入らないものであって、かつ、架

台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、

物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供

しないものについては、法が適用される工作物

から除外されている。 

廃止後 

自然公園法 環境省 工作物を

建築する際

や、それらの

色彩を変更

する際に必

要となる。 

廃止前 環境大臣（国立公園）もしくは都道府県知事

（国定公園）によって指定された特別地域内

に、太陽光発電施設を設置しようとする場合や

色彩を変更しようとする場合などには、環境大

臣もしくは都道府県知事の許可が必要となる。 

なお、環境省では、「国立・国定公園内にお

ける大規模太陽光発電施設設置のあり方に関

する基本的考え方」を示しており、今後、自然

公園法施行規則の改正やガイドラインの策定

を行うこととしている。 

廃止後 

工場立地法 経済産

業省 

工場や事

業所の新設

の際に必要

となる。 

廃止前 総務省の日本標準産業分類において、太陽光

発電施設は、届出対象となる特定工場から除外

されているため、工場立地法を基に都道府県知

事もしくは市長に届出を行う必要はない。 

廃止後 

電気事業法 経済産

業省 

電気工作

物の設置お

よび利用す

る際に必要

となる。 

廃止前 太陽光発電設備（50kW未満を除く）は、「自

家用電気工作物」と定義されているため、保安

規定を定め、電気主任技術者を選任し、経済産

業大臣に届出を行う必要がある。 
廃止後 
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電気事業者

による再生

可能エネル

ギー電気の

調達に関す

る特別措置

法 

経済産

業省 

電力事業

者に再生可

能エネルギ

ーを固定価

格で売電す

る際に必要

となる。 

廃止前 一般的な太陽光発電施設と同様に、経済産業

大臣へ設備認定の申請を、電気事業者へ特定契

約・接続契約の申し込みを行う必要がある。 

廃止後 

その他、参考文献等 

最終処分場

跡地形質変

更に係る施

行ガイドラ

イン 

環境省 指定区域

における土

地の形質変

更を行う際

に役立つ。 

廃止後 指定区域の指定範囲と指定方法、届出事項及

び届出が不要な場合の考え方、施行基準の具体

的な内容について、都道府県知事等や事業者が

法の適正な執行に資するための内容が整理さ

れている。 

廃棄物最終

処分場整備

の計画・設

計・管理要

領 

全国都

市清掃

会議 

最終処分

場の整備計

画、設計、管

理などを行

う際に役立

つ。 

廃止前 2010 年改訂版の第６章「埋立終了後または

跡地の管理」に、基本的な事項が掲載されてい

る。 

 

なお、上記以外にも、場合によっては、所定の手続きが必要となる最終処分場もある。 

 

8.2 各種法制度の届出･認可等に関する事前協議 

新堀新田最終処分場は、不適切な処分場との位置づけから太陽光発電事業実施に際して、

新潟県の指導等について事前に協議等が必要かを確認した。その結果、新潟県から太陽光

発電事業は当該処分場の形状を大きく変えるものでは無いため、その必要はないとの回答

を得た。 

 

8.3 地域住民との合意形成の方法の検討 

地域住民との合意形成について、南魚沼市では事業採算性を検討し、その上で事業実施

の意志決定を図る。一方、地域住民に対しては、意志決定過程で住民説明会等を実施し同

意を得る方針である。 
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第９章 今後の課題と将来展望 

 

本章では、本業務で得られた知見より、「新堀新田最終処分場」への太陽光発電の導入を

推進するための今後の課題等に関して概説する。 

 

○本調査で検討した豪雪地帯で対応するための対策は、積雪に影響されない架台高 5mの優

位性が判明したが、民間事業者が事業実施する場合、経済的に困難であることも一方で

明らかとなった。試算は実績技術をベースにしており、現在開発中の追尾式両面発電シ

ステム等の新技術による事業採算性に適合した方式の登場が望まれる。 

 

○他地域と比較し豪雪地帯のハンディキャップは大きく、本調査で明らかとなったとおり、

補助金の充当による事業採算性の改善は明らかであり、事業実施には環境省二酸化炭素

排出抑制対策事業費等補助金（廃棄物埋立処分場等への太陽光発電導入促進事業）の継

続が望まれる。 

 

○新堀新田最終処分場太陽光発電事業による発電電力を近隣工業団地供給し、地産地消

の電力供給ネットワークを構築することができる。そのための特定規模電気事業者

（PPS:Power Producer and Supplier)の積極的な活動が望まれる。 

 

以上



 

 

 

 

 

 

 

添付資料 事業計画書（案） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

【事業スキーム・事業性評価結果・地域合意形成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本事業に相応しいと考えられる事業スキーム案＞         ○事業採算性の比較 

○電力地域供給スキーム                      

 電力仲介事業者(PPS)を介し近隣事務所、工場に配電する電力    

地域供給スキームが本事業に相応しいと考えられる。 

 

 

 

○CO2削減以外の効果 

・豪雪地域における太陽光発電事業の実施による波及効果が期待できる。 

・電力の地産地消に繋がる。 

・施工工事や維持管理業務を県内や市内の地元企業に委託することで、雇用

並びに地域産業への貢献が期待できる。 

・「南魚沼市地球温暖化対策実行計画」に貢献できる。 

【事業計画の概要（案）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プロジェクトの全体概要＞ 

項 目 概 要 

事業実施エリア 南魚沼市新堀新田最終処分場 

発電所全体の設備容量 1,018kW 

系統連系地点 導入地の隣接道路 

年間発電量（予測） 約 1,031 MWh/年 

概算事業規模     

・発電収益：471,592千円/20年間 

・建設費 

架台高 5mのケース：312,526千円 

架台高 3mのケース：320,670千円 

※架台高 3mでは除雪車用舗装を含む 

・系統連携工事負担金：13,734千円 

 

備 考 コンクリート基礎（連結） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域合意形成に関する状況＞ 

○地域住民との合意形成について、南魚沼市では事業採算性を検討し、その

上で事業実施の意志決定を図る。一方、地域住民に対しては、意志決定過

程で住民説明会等を実施し同意を得る考えである。 

【背景】 

○豪雪地であるため発電量の低下が懸念されるほか、豪雪に対応出来るパ

ネルの検討、またパネル設置角度や設置高さの対策が必要である。 

○埋立開始は昭和 34年、埋立完了は平成 11 年 6月であり、遮水工並びに

排水設備は設置されていず、不適切と考えられる最終処分場と位置付

けられている。 

 

【基本コンセプト】 

○当該予定地は、日本有数の豪雪地帯であり冬期の積雪深は 2 から 3 メートル

に達し、また全国的に見ても日射条件が低い地域であり、一般的には太陽光

発電事業は困難とされる。このような条件において、事業採算性が成り立つ

かを検討する。また、当該予定地近隣の工業団地に電気を供給することによ

る地産地消の電力ネットワークの構築を検討する。 

＜事業性評価の結果概要＞ 
○太陽光パネルの架台高は、除雪の必要がない架台高 5mのケースの優

位性が判明した。 

○民間事業者での事業実施は困難であるが、公共が事業主体の場合で

は架台高 5m、補助金を充当することにより、大きくはないが内部収

益率はプラスとなる。 
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太陽光発電施設の導入概略平面図 

 

＜検討課題＞ 

○積雪に対応した太陽光パネルの検討               ○積雪に対応した架台高の検討 

耐積雪荷重対応パネル、融雪・滑雪を促進する太陽光パネル、    除雪対応するケース 1(架台高 3m)と除雪しないケース 2(架台高 5m)の 2 

積雪を回避する太陽光パネル他、滑雪を促進する太陽光パネル    ケースを検討し、事業採算性を検討した。 

の構造等を調査検討した。  

                                              各検討ケース 

 方 式 ケース 1 ケース 2 

除雪対応 年 25回除雪 除雪無し 

架台設置高 3.0m 5.0m 

傾斜角度 20度 20度 

除雪通路 パネル間隔 4m パネル間隔 4m 

外周通路幅 3.0m 3.0m 

調査検討例 追尾式両面太陽光発電システム 

 

太陽光パネル架台概略立面図 
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指標名称 架台高5ｍ

公共実施の場合試算結果

補助金有り

公共実施事業主体

補助金無し 補助金有り 補助金無し 補助金有り
PIRR マイナス マイナス マイナス 0.48%

架台高3m 架台高5ｍ

各試算結果

民間事業者

指標名称


